
 

 

  

 

 

◎浜松市の行政区再編に伴う国民健康保険の保険者番号の取り扱いについて 

 

 浜松市は令和６年１月１日に行政区を３区に再編していますが、令和６年８月１日からの被保険者証

の一斉更新に伴い新保険者番号に更新します。 

 令和６年８月診療（調剤）分以降は新番号での請求となりますので、ご注意ください。 

 

【参考】保険者番号（再編前後比較） 

旧番号＜区再編前＞ 新番号＜区再編後＞ 

２２５０１１ 中区 

２２５０１１ 中央区 

２２５０２９ 東区 

２２５０３７ 西区 

２２５０４５ 南区 

２２５０５２ 北区（三方原地区） 

２２５０５２ 北区（三方原地区を除く） 

２２５０６０ 浜名区 

２２５０６０ 浜北区 

２２５０７８ 天竜区 ２２５０７８ 天竜区 

  

※静岡県後期高齢者医療の保険者番号は変更ありません。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

（医 科）   054-253-5540  審査第 1､2､3 課  

（歯 科）   054-253-5535  審査第４課        

（調剤･訪問)  054-253-5541  審査調整課 

  国保連合会だより 

 

   ＮＯ． ２０２４－調－２  

    令和６年７月１７日 

    静岡県国民健康保険団体連合会 
    〒４２０－８５５８ 

      静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

      TEL（０５４）２５３－５５８１ 

https://www.shizukokuhoren.or. jp/ 



 

 

  

◎ オンライン請求への推進について 

令和５年12月26日付け保発1226第４号厚生労働省保険局長通知より「光ディスク等を用いた請求を

行っている保険医療機関・薬局については、令和５年４月からオンライン資格確認の導入が原則義

務化されたため、オンライン請求も可能な回線が敷設された状況にある。こうした機会を捉え、令

和６年９月末までに、原則としてオンライン請求に移行することを促す。」とされています。 

 

◎ 令和６年10月以降の光ディスク等を用いた請求について 

令和６年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合には、８月31日までに「光ディス

ク等を用いた請求に係る猶予届出書兼 オンライン請求への移行計画書（様式第１号）」の申請が必

要です。（原則、医療機関等向け総合ポータルサイトからの申請となります。）※ 

 

【 申請方法 】保発1 2 2 6 第４号より抜粋 

 

※【 医療機関等向け総合ポータルサイトのアドレス 】 

 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top  

 


